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１．はじめに

令和６年７月以降、こども家庭庁のホームページにガイドライン等が公表され
ています。これらのガイドラインは、障害のあるこどもやその家族に対して質の
高い支援を提供するため、事業所における支援の内容や運営及びこれらに関連す
る事項を定めるものです。

事業者ハンドブック「指定基準編」「報酬編」、国の基準、関連通知等、ガイ
ドライン、「障害福祉サービス等報酬（障害児支援）に関するＱ＆Ａ一覧」等で
適宜確認し、適切な事業所運営を行ってください。

こども家庭庁ホームページ：

https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku
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２．支援プログラムの作成及び公表
【対象】児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援
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２．支援プログラムの作成及び公表について
令和７年度より
減算適用

【概要】

総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、運営基準において、５領
域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社
会性」）を含む総合的な支援内容を明確にし、事業所における支援の実施に関する計画（支援プロ
グラム）を作成し、インターネットの利用その他の方法により広く公表すること。毎年度提出は不
要、変更がある場合は届出してください。

【対象】児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援

※多機能事業所の場合、サービスごとに作成してください。

※【支援プログラム未公表減算】作成・公表しない場合は、減算の対象となり、所定単位数の８
５％を算定となります。
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２．支援プログラムの作成及び公表について

【支援プログラムの記載事項】以下１２項目を網羅すること。

（１）事業所における基本情報

①事業所名 ②作成年月日 ③法人（事業所）理念 ④支援方針

⑤営業時間 ⑥送迎実施の有無

（２）支援内容

⑦本人支援の内容と５領域の関連性

⑧家族支援（きょうだいへの支援も含む。）の内容

⑨移行支援の内容

⑩地域支援・地域連携の内容

⑪職員の質の向上に資する取組み

⑫主な行事等

【参考】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き（こども家庭
庁支援局障害児支援課）を参照
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３．自己評価結果等の公表及び届出
【対象】児童発達支援・放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
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３．自己評価結果等の公表及び届出

【概要】児童発達支援等の効果的な支援の確保や質の向上を図る観点から、自己評価及
び保護者評価を行うとともに、その評価並びに評価を受け改善の内容を公表しなければ
ならない。なお、保育所等訪問支援については、自己評価・保護者評価・訪問先評価を
行わなければならない。また、インターネットの利用その他の方法により広く公表し、
その公表内容及び公表方法は届出が必要である。

【対象】児童発達支援・放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

【評価公表内容】

・自己評価、保護者評価、改善の内容、訪問先評価を保護者へ示しインターネット

等により公表すること。

・おおむね１年に１回以上

・公表方法、公表内容を市へ届出すること。

令和７年度改正あり
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４．自動車を運行する場合の所在の確認
対象：障害児通所支援事業所
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４．自動車を運行する場合の所在の確認

【対象】障害児通所支援事業所

【概要】

（１）乗降時の児童の所在の把握・確認

児童の通所や施設外での活動のために自動車を運行する場合、乗降時の際に、点呼等
の方法により児童の所在を確認しなければならない。

（２）安全装置の装備及び当該装置を用いた降車時の（１）の所在確認

送迎用の自動車で３列以上の座席を有する自動車を運行する場合、当該自動車にブ
ザーその他の車内の児童の見落としを防止するための措置を備え、児童の所在確認を行
わなければならない。

（３）安全装置の選定は、こども家庭庁のホームページに掲載されている「安全装置の
リストについて」を確認し設置してください。

（４）送迎の記録 ⇒ 記録を残さないと送迎加算の請求不可

送迎者・添乗者、送迎車両、出発～到着場所、乗降時間等を対象児童毎に確認記録す
ること。

令和６年度より義務化
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５．安全計画の策定等
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５．安全計画の策定等

【概要】児童の安全の確保を図るため、事業所ごとに、安全計画を策定し必要な措置を
講じなければならない。（令和５年４月１日より策定が努力義務だったが、令和６年４
月１日からは義務化）

【記載すべき内容】

・事業所の設備の安全点検

・従業者、児童に対する事業所外での活動、取組み等を含めた事業所での生活等におけ
る安全に関する指導

・従業者の研修及び訓練等

【参考】「障害児支援における安全管理について」の別紙１「障害児支援の安全管理に
関するガイドライン」（こども家庭庁ホームページ）を参照。

令和６年度より義務化
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「障害児支援の安全管理に関するガ
イドライン」の目次です。
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５．安全計画の策定等



①「安全点検」を行う項目について年間計画を作成します。

・避難経路の確認・点検

・台風が発生する時期前に備蓄品・非常用発電機等の点検確認等

・利用する場所の危険個所の点検等
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②「マニュアルの策定・共有」について定期的に見直し整理する計画を立てます。

事業所の既存のマニュアルに記載され管理されていればそれで構いません。

マニュアル類を一覧にすることで、見落としを防ぐこともできます。
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③訓練・研修の年間スケジュールや「保護者への説明・共有する時期」や「事業所で行う研修・訓
練」の計画、「従業者が受講する研修」等の様式についても記入例が例示されていますので、内容の
確認、見直しを行ってください。

このように事故が発生しそうな場面の注意点やポイント、記入例を参考にしつつ、実際には、それぞ
れ事業所の実態に応じたものを作成してください。
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６．児童指導員について
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６．児童指導員について

（１）児童指導員の資格要件
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６．児童指導員について

（２）人員配置に関する主な注意事項

①管理者が保育士や児童指導員を兼務すること
はできますか。

事業所のサービス提供等に支障がない場合においては可能。

②常勤職員が有休等で不在の日は、児童指導員
又は保育士が１名で支援にあたることも可能で
すか。

不可。サービス提供時間は常に保育士又は児童指導員で２
名（定員10人の場合）の配置は必ず必要です。よって、常
勤職員が有休等の日については、代わりの保育士又は児童
指導員を配置する必要があります。

③利用児童が１名など少ない日については、保
育士又は児童指導員１名のみの配置でもいいで
すか。

不可。１名のみの利用でも定員10人以下の場合は、保育士
又は児童指導員２名以上の配置する必要があります。※利
用者がいない時間帯であってもサービス提供時間中は基準
人員の配置が必要となります。

④多機能型の事業所で、児童発達支援の児童指
導員が、保育所等訪問支援の訪問支援員を兼ね
ることは可能ですか。

可能。ただし、児童発達支援のサービス提供時間に、児童
指導員が訪問支援を行う場合でも、児童発達支援サービス
提供時間中は必ず他の保育士又は児童指導員を２名以上配
置する必要があります。

⑤児童発達支援管理責任者は、相談支援事業所
の相談員を兼務できますか。

児童発達支援管理責任者は「常勤・専従」でならないため、
相談員を兼務することはできません。他の障害福祉サービ
ス事業所の従業員も同様です。ただし、多機能型の場合は
特例があり。
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６．児童指導員について

（３）児童指導員等加配加算

・基準人員（専門的支援体制加算を算定している場合は、当該加算の対象従業者を含む）に加え、
直接支援に当たる児童指導員等を常勤換算で１以上加配した場合。

・加配となる従業者の職種、実務経験年数、配置形態（常勤専従等）に応じて報酬区分が分かれま
す。

・留意事項

「実務経験」とは、児童福祉事業（幼稚園、特別支援教育を含む）に従事した年数となります。
「経験５年以上」の区分の場合、加算対象者の「実務経験証明書」の添付が必要です。「実務経験
証明書」には、従事した業務の内容、年数及び日数の明記が必要です。

・経験年数は、５年以上かつ900日以上となります。「児童福祉事業」の従事経験であっても、児
童への直接支援に当たらない業務を行っていた場合は、経験年数に含まれません。（例：直接支援
しない看護師、事務員等）
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７．給付費の加算・減算について
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７．給付費の加算・減算について

（１）定員超過利用減算

・適正なサービスの提供を確保するための規定で、災害、虐待等やむを得ない事由により受け入れ
る場合等を除き、所定単位数の70％を算定となります。

・災害等やむを得ない事由により児童を受け入れる場合は、その旨がわかるよう明確に記録してく
ださい。また、受け入れする児童数に応じた設備基準及び人員配置基準を満たす必要があります。

・定員超過が継続する場合は、定員変更を行ってください。

・「減算にならない範囲なら受入れ可能」ということではない。

・「減算」は、給付費に対する考え方

・「定員超過」は、「指定基準」にある「定員の遵守に違反」
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７．給付費の加算・減算について

（２）送迎加算

・居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合。

※同一敷地内の場合は加算単位数の70％を算定。

「児童発達支援」と「保育所等」間での送迎を行う場合について以下の要件を満たす
必要があります。

①事業所、保育所等、保護者の三者間で、送迎時の児童の引継ぎ方法等（送迎担当者、引継場
所、当日の児童の状態等に関する引継手段など）について、事前に調整できていること。

② ①について、事前に個別支援計画等に記載し、保護者から同意が得られていること。

③その他市町村が必要と認められる条件を満たしていること。

・「保護者・児童が安心安全に利用できることを前提」としてください。

・送迎をタクシー代わりに利用するような場合は、送迎加算の対象外となります。
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７．給付費の加算・減算について

（３）欠席時対応加算

・急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合。

ただし事業所の営業日でカウントするため、休業日はカウントに含めません。

・１月につき４回を限度として所定単位数を算定できます。

・児童又はその家族等との「連絡調整その他の相談援助」を行い「当該児童の状況」「相談援助の
内容」を記録する必要があります。連絡日・対応者等も記録してください。

（問）Ａ事業所を欠席した児童が、同日にB事業所に通所した場合において、Ａ事業所
は当該加算を算定できるのか。また、Ｂ事業所は基本報酬等を算定できるのか。

（答）算定要件は、急病等により利用を中止する場合であって、基本的には同日に異なる事業
所が報酬を算定することは想定していない。このため、利用者の連絡漏れ等により、急遽利用
中止となった場合は、Ａ事業所は当該加算の算定はできない。なお、Ｂ事業所については、基
本報酬等について算定できる。

（障害福祉サービス等報酬（障害児支援）に関するＱ＆Ａ一覧 こども家庭庁出典）
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７．給付費の加算・減算について

（４）延長支援加算（R6改定）（児童発達支援・放課後等デイサービス）

基本報酬における最長の※時間区分は、サービスにより異なります。当該サービスの利用前後に
預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合に延長支援に要した時間に応じて算定。

重心型の事業所の重症心身障害児に対して支援を行う場合の取扱いには変更ありません。

※時間区分：児童発達支援5時間、放課後等デイサービス平日3時間、学校休業日5時間

【主な要件】

・個別支援計画に１時間以上／日の延長支援時間を位置付けておくこと。

ただし、支援前後の時間を合計しての１時間以上としての算定は不可です。

・児童本人の状態又は家族の事情、保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足してい
る等の延長支援が必要な理由があり、保護者の同意を得た上で、延長支援を必要とする理由及び延
長支援時間を個別支援計画に位置付けること。

・利用者の都合により、延長支援が１時間未満となった場合、30分以上は延長支援を行うこと。

・延長支援時間における児童の数が10人以下の場合は、２人以上の従業者を配置すること。

・運営規定に定める営業時間が６時間以上であること。

・従業者は、児童に提供した延長支援時間を記録すること。
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７．給付費の加算・減算について

（５）専門的支援体制加算（R6改定）（児童発達支援・放課後等デイサービス）

・児童への支援、その家族に対し関わり方に関する助言等の専門的な支援の強化を図るため、基準
人員（加配加算を算定している人員も含める）に加え、理学療法士等を１名以上（常勤換算によ
る）配置が必要。

・「理学療法士等」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士（保育士として５年以上
児童福祉事業に従事したものに限る）、児童指導員（児童指導員として５年以上児童福祉事業に従
事したものに限る）、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員。

※児童福祉事業に従事した経験年数に、特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導における
教育の経験は含まれない。なお、幼稚園（特別支援学校に限らない）は含まれる。
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７．給付費の加算・減算について

（６）専門的支援実施加算（R6新設）（児童発達支援・放課後等デイサービス）

理学療法士等を１以上配置し、個別支援計画を踏まえ、その専門性に基づく評価・計画に則った５
領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援行うための「専門的支援実施計画」を作成し、当
該計画に基づき個別・集中的な支援を適切に行うこと。なお、個別での実施を基本としつつ、個々の
ニーズを踏まえた支援を確保したうえで、小集団（５名程度まで）による実施又は基準人員を配置し
たうえで小集団の組合せによる実施も可とする。

【主な要件】

※専門的支援実施計画の作成・見直しは、対象児及び保護者へ説明と同意を得ること。

・専門的支援の時間は同日における支援時間を全てとする必要はないが、30分以上を確保すること。

・理学療法士等が専門的支援を実施した場合には、加算対象児ごとに当該支援を行った日時及び支援
内容の要点を記録すること。

・対象児童の月の利用日数に応じて算定限度回数が設定されています。

月利用日数が12日未満の場合 限度回数４回/月

月利用日数が12日以上の場合 限度回数６回/月

月利用日数が６日未満の場合 限度回数２回/月（放課後デイサービスのみ）
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７．給付費の加算・減算について

（７）福祉専門職員配置等加算

〇福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）

直接処遇職員として常勤配置の従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は

公認心理士の有資格者の割合が100分の35以上

〇福祉専門職員配置等加算（Ⅱ）

直接処遇職員として常勤配置の従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は

公認心理士の有資格者の割合が100分の25以上

〇福祉専門職員配置等加算（Ⅲ）①又は②に該当すること。

①直接処遇職員として配置されている従業者（常勤換算方法）のうち、常勤配置が100分の75以上

②直接処遇職員として常勤配置の従業者のうち勤続３年以上の従業者の割合が100分の30以上
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７．給付費の加算・減算について

（８）強度行動障害児支援加算（R6改定）（児童発達支援・放課後等デイサービス）

強度行動障害を有する児童に対し、強度行動障害支援者育成研修（実践研修）修了者又は中核的
人材養成研修修了者を配置し、作成した支援計画シート等に基づき支援を行った場合

【主な要件】

・実践研修修了者を１以上配置し、支援計画シートを作成。

・支援計画シート等は、研修修了者が研修課程に基づいて、加算対象児童についての情報収集、特
性の理解及び環境調整を行った上で作成し、３月に１回見直しを行う。
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７．給付費の加算・減算について

（９）家族支援加算（R6新設：保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援）

（R6改定：（児童発達支援・放課後等デイサービス）

・家族（きょうだいを含む）等に対し、以下のとおり個別又はグループにより、あらかじめ保護者
の同意を得て、個別支援計画等で位置付けた上で相談援助等を行った場合に算定（月４回が限度）

【主な要件】

・居宅の訪問、事業所にて対面での相談援助、デレビ電話装置等の活用

・相談を行った記録（日時、対面場所又はオンライン、相談者、対応職員、相談内容等）

・加算Ⅰは、相談援助を30分以上行うこと。ただし、短時間の訪問であっても相談援助を行う必要
がある場合等は、30分未満も可とする。事業所等やオンラインでの相談援助の場合は算定不可。

・加算Ⅱは、相談援助が30分未満の場合は算定不可。

・オンラインで行う場合は、原則カメラ機能等がある機器で行うこと。

・多機能型事業所（放デイと保訪等）において、同一児童に複数の

サービスによる支援を行う場合、各サービスでの加算はできません。

⇒放デイで月４回、保訪で月４回の算定は不可
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７．給付費の加算・減算について

（１０）子育てサポート加算（Ｒ６新設）（児童発達支援・放課後等デイサービス）

児童の家族等に対し、事業所の支援を行う場面を観察する機会、児童の特性やその特性を踏まえたこ
どもへの関わり方に関する理解を促進する機会を提供し、その相談援助等を行った場合、１月につき４
回を限度として算定する加算。相談援助の日時及びその内容の要点に関することを記録すること。

【主な要件】

①通所給付決定保護者の同意を得たうえで、従業者が通所支援計画に位置付けて計画的に実施すること。

②指定児童発達支援を提供する時間帯を通じて、家族等が直接支援の場面を観察や参加等をしているこ
と。ただし、児童の状態により、家族等の直接支援等の場面に同席することが難しい場合は、モニター
等による支援場面の観察し、異なる従業者へ相談援助等を行っても差し支えない。

③児童と家族等と従業者が協働して取り組んでいくことが重要であることから、従業者からの一方的な
指示等、複数の児童家族へ一斉指示等を行うのではなく、児童と家族ごとの状態を踏まえて個別に説
明・相談対応し支援を行うこと。

④複数の児童及び家族に対して支援を行う場合、それぞれの児童等の状態に応じた個々の支援が可能な
体制を確保し実施すること。また、１人の従業者が行う相談援助は、最大５世帯程度までを基本とする
こと。

⑤子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助については、家族支援加算の算定は不可。
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（１０）子育てサポート加算（Ｒ６新設）（児童発達支援・放課後等デイサービス）

７．給付費の加算・減算について
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・支援提供時間帯を通じて、保護者等が支援場面をマジックミラー越しや

モニターで視聴している際に、その場では相談援助等を行わず、支援終了後

にまとめて相談援助等を行った場合は算定不可。

・オンラインのライブ配信形式等で、遠隔により保護者が支援場面を視聴し

相談援助等を受けた場合でも算定不可。



おわりに

以上で、令和７年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導 障害児通所系・訪問編 を終わり
ます。

受講後は「那覇市行政オンラインシステム」で受講報告をお願いします。

今後、集団指導の開催方法について「対面」又は「動画視聴」どちらが良いか受講報告の際にご
意見をご記入ください。

〇子ども家庭庁ＨＰ https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku

36


